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１

ペ
ー
ジ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
田
根
森
地
区

担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
換
地
計
画
書
の
写
し

告
　
示

◯
救
急
病
院
等
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（
六
五
九
・
医
務
薬
事
課
）
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
の
予
定
（
六
六
〇
・
由
利
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
九
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
横
手
市
役
所
大
雄
地
域
局

平
成
十
八
年
八
月
二
十
九
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
鍋
倉
地
区
担
い
手
育

成
基
盤
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
１

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
総
務
事
務
セ
ン
タ

ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

公
安
委
員
会
告
示

◯
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
二
種
・
普
通
二
種
）
（
一
二
七
・
運
転
免

許
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
二
種
・
普
通
二
種
）
（
一
二
八
・
運
転
免

許
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
技
能
検
定
員
審
査
（
大
型
・
普
通
・
大
特
・
大
自
二
・
普
自
二
・
牽

引
）（
一
二
九
・
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
教
習
指
導
員
審
査
（
大
型
・
普
通
・
大
特
・
大
自
二
・
普
自
二
・
牽

引
）（
一
三
〇
・
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
救
急
病
院
が
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
の
で
、

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ナ
ノ
イ
ン
プ
リ
ン
ト
装
置
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ

る
。

（三）

納
入
期
限

同
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
六
百
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予

定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
八
年
九
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

市
立
田
沢
湖
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
浮

世
坂
十
七
番
地
一

救
急
病
院
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
九
月

一
日

（
関
係
図
面
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
由
利
本
荘
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

郡
　
　
市

由
利
本
荘
市

〃

町
　
村

大
　
　
字

石
　
脇

〃

字
田
　
中

〃

地
　
　
番

六
二
の
三

六
二
の
四

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

一
、
〇
四
一

二
三
九

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
一
〇
四
一

〇
・
〇
二
三
九

保

安

林

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
一
〇
四
一

〇
・
〇
二
三
九

保

安

林

解

除

面

積

見

込

み

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

〇
・
一
〇
四
一

〇
・
〇
二
三
九

指
定
の
目
的

魚
つ
き

兼
航
行
目
標

解
除
の
理
由

下
水
道
事
業
用
地
と
す
る

た
め

森
　
　
林
　
　
の
　
　
所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

公
　
　
　
　
　
　
告
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２

平
成
十
九
年
三
月
九
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
高
度
技
術
研
究
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い

こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る

資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

入
札
書
に
よ
り
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
当
該
調
達
契
約
に
係

る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（４）

秋
田
県
物
品
等
調
達
支
払
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理
組
織

（
物
品
等
の
調
達
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限

る
。
）
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
必
要
事
項
を
記
録
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
「
調
達
シ

ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務

省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
電
子
証
明
書
の
発
行
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
調
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
を
希

望
す
る
も
の
は
、
秋
田
県
電
子
業
者
登
録
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理

組
織
（
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
て
知
事
が
指
定
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
必
要
事
項
を
記
録
す
る
も
の
を
い

う
。
）
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
月
六
日
（
金
）
ま
で
に
申
請
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
方
法
に
代
え
て
、

所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
を
提
出
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
合
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
◯

―
二
七
四
三
）

（二）

調
達
シ
ス
テ
ム
（h

ttp
://w

w
w

．ite
m
su

p
p
ly

．p
re

f．a
k
ita

．lg

．

jp
/e

p
s/p

u
b
lic/p

u
b
T
o
p

．d
o
?m

e
th

o
d
N
a
m
e
=in

itD
isp

la
y

）
に

よ
り
契
約
条
項
を
表
示
し
、
並
び
に
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
係
る

電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（三）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
八
年
九

月
五
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
の
期
間
、

（一）
の
場

所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

（四）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
方
法

平
成
十
八
年
九
月
五
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
月
十
六
日
（
月
）
ま
で

の
期
間
、
調
達
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
十
月
二
十
日
（
金
）
午
後
一
時
三
十
分

秋
田
県
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
、
又
は
入
札
に
係

る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と

す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
し
、
又
は

入
札
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
こ
れ
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
る
。

七
　
概
要

S
u
m
m
a
ry

１
　

N
a
tu

re
a
n
d

q
u
a
n
tity

o
f

ite
m

to
b
e

p
u
rch

a
se

d
：

N
a
n
o
im

p
rin

t
M
a
ch

in
e

２
　

T
im

e
-lim

it
o
f

te
n
d
e
r：

１
:3
0

P
.M

.
2
0

O
cto

b
e
r，

２
０

０
６

３
　

C
o
n
ta
ct

p
o
in
t

fo
r

th
e

n
o
tice

：
G
e
n
e
ra

l

A
d
m
in
istra

tio
n

C
e
n
te
r，

B
u
re

a
u

o
f

T
re

a
su

ry
，

A
k
ita

P
re

fe
ctu

ra
l

G
o
v
e
rn

m
e
n
t，

４
-１

-１
　

S
a
n
n
o
，

A
k
ita

C
ity

，
A
k
ita

P
re

fe
ctu

re
0
1
0
-8
5
7
0
，

Ja
p
a
n

T
E
L

0
1
8
-8
6
0
-2
7
4
3

公

安

委

員

会

告

示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
2
7
号

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
9
条

の
２

第
４

項
第

１

号
イ

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

技
能

検
定

員
審

査
を

実
施

す
る

の
で

、

技
能

検
定

員
審

査
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第

３
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
公

告
す

る
。

平
成

1
8
年

９
月

５
日秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

大
　

渕
　

宏
　

道
　

１
　

技
能

検
定

員
審

査
の

種
類

（
１
）

技
能

検
定

員
審

査
（

大
型

二
種

）

（
２
）

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

二
種

）

２
　

技
能

検
定

員
審

査
の

期
日

及
び

場
所

（
１
）

期
日

平
成

1
8
年

1
0
月

1
0
日

（
火

）
午

前
９

時
か

ら
正

午
ま

で

（
２
）

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

運
転

免
許

セ
ン

タ

ー

３
　

技
能

検
定

員
審

査
の

申
請

手
続

（
１
）

申
請

手
続

ア
　

技
能

検
定

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

審
査

申
請

書
に

写

真
（

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

及
び

無
背

景
の

縦
の

長
さ

3
.0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

、
横

の
長

さ
2
.4
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

の
も

の
）

を
は

り
付

け
、

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、
技

能
検

定
員
（

大
型

二
種

）

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
大

型
自

動
車

第
二

種
免

許
に

係
る

免
許

証
及

び
技

能
検

定
員

資
格

者
証

（
大

型
）

を
、

技
能

検
定

員
（

普
通

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

普
通

自
動

車
第

二
種

免
許

に
係

る
免

許
証

及
び

技
能

検
定

員
資

格
者

証
（

普
通

）

を
提

示
す

る
こ

と
。

イ
　

技
能

検
定

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
規

則
第

1
7
条

第
１

項
第

２
号

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
審

査
申

請
書

に
、

該
当
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３

す
る

者
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
面

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
２
）

申
請

書
の

受
付

期
間

及
び

受
付

時
間

平
成

1
8
年

９
月

1
1
日

（
月

）
か

ら
同

年
９

月
1
5
日

（
金

）
ま

で
の

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

４
　

審
査

手
数

料

（
１
）

技
能

検
定

員
審

査
（

大
型

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

又
は

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

2
2
,0
5
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を

免
除

さ
れ

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
2
2
,0
5
0
円

か
ら

同
表

右

欄
の

技
能

検
定

員
審

査
（

大
型

二
種

・
普

通
二

種
）

に
係

る
額

に
掲

げ

る
額

を
減

じ
た

額
）

と
す

る
。

（
２
）

納
付

方
法

審
査

申
請

書
提

出
の

際
、

秋
田

県
証

紙
に

よ
り

納
付

す
る

こ
と

。

５
　

審
査

に
つ

い
て

の
問

い
合

わ
せ

先

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

教
習

所
係

（
電

話

0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
2
8
号

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
9
条

の
３

第
４

項
第

１

号
イ

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

教
習

指
導

員
審

査
を

実
施

す
る

の
で

、

技
能

検
定

員
審

査
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第

３
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、

公
告

す
る

。

平
成

1
8
年

９
月

５
日秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

大
　

渕
　

宏
　

道

１
　

教
習

指
導

員
審

査
の

種
類

（
１
）

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

）

（
２
）

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

二
種

）

２
　

技
能

検
定

員
審

査
の

期
日

及
び

場
所

（
１
）

期
日

平
成

1
8
年

1
0
月

1
0
日

（
火

）
午

前
９

時
か

ら
正

午
ま

で

（
２
）

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

運
転

免
許

セ
ン

タ

ー

３
　

技
能

検
定

員
審

査
の

申
請

手
続

（
１
）

申
請

手
続

ア
　

教
習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

審
査

申
請

書
に

写

真
（

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

及
び

無
背

景
の

縦
の

長
さ

3
.0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

、
横

の
長

さ
2
.4
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

の
も

の
）

を
は

り
付

け
、

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

大
型

自
動

車
第

二
種

免
許

に
係

る
免

許
証

及
び

教
習

指
導

員
資

格
者

証
（

大
型

）
を

、
教

習
指

導
員

審
査
（

普
通

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

大
型

自
動

車
第

二
種

免
許

又
は

普
通

自
動

車
第

二
種

免
許

に
係

る
免

許
証

及
び

教
習

指
導

員
資

格
者

証
（

普
通

）
を

提
示

す
る

こ
と

。

イ
　

教
習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
規

則
第

1
7
条

第
１

項
第

２
号

又
は

第
５

項
第

１
号

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
審

査
申

請
書

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

添
付

す
る

こ
と

。

（
２
）

申
請

書
の

受
付

期
間

及
び

受
付

時
間

平
成

1
8
年

９
月

1
1
日

（
月

）
か

ら
同

年
９

月
1
5
日

（
金

）
ま

で
の

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

４
　

審
査

手
数

料

（
１
）

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

又
は

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

二
種

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

1
2
,5
5
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を

免
除

さ
れ

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
1
2
,5
5
0
円

か
ら

同
表

右

欄
の

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

、
普

通
二

種
）

に
係

る
額

に
掲

げ

る
額

を
減

じ
た

額
）

と
す

る
。

（
２
）

納
付

方
法

審
査

申
請

書
提

出
の

際
、

秋
田

県
証

紙
に

よ
り

納
付

す
る

こ
と

。

５
　

審
査

に
つ

い
て

の
問

い
合

わ
せ

先

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

教
習

所
係

（
電

話

0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
2
9
号

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
9
条

の
２

第
４

項
第

１

号
イ

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

技
能

検
定

員
審

査
を

実
施

す
る

の
で

、

技
能

検
定

員
審

査
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第

３
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
公

告
す

る
。

平
成

1
8
年

９
月

５
日秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

大
　

渕
　

宏
　

道

１
　

技
能

検
定

員
審

査
の

種
類

（
１
）

技
能

検
定

員
審

査
（

大
型

）

（
２
）

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

）

（
３
）

技
能

検
定

員
審

査
（

大
特

）

（
４
）

技
能

検
定

員
審

査
（

大
自

二
）

（
５
）

技
能

検
定

員
審

査
（

普
自

二
）

（
６
）

技
能

検
定

員
審

査
（

牽
引

）

２
　

技
能

検
定

員
審

査
開

始
の

期
日

及
び

場
所

（
１
）

期
日

平
成

1
8
年

1
0
月

1
1
日

（
水

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で

（
２
）

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

運
転

免
許

セ
ン

タ

１
　

技
能

検
定

員
と

し
て

必
要

な
自

動
車

の

運
転

技
能

２
　

自
動

車
の

運
転

技
能

に
関

す
る

観
察

及

び
採

点
の

技
能

３
　

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
及

び
自

動
車

運

転
代

行
業

に
係

る
法

令
そ

の
他

の
知

識

４
　

技
能

検
定

の
実

施
及

び
自

動
車

の
運

転

技
能

の
評

価
方

法
に

関
す

る
知

識

備
考

　
審

査
細

目
の

１
及

び
２

に
掲

げ
る

項
目

に
つ

い
て

の
審

査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
1
5
,1
5
0
円

を
減

ず
る

。

4
,7
5
0
円

8
,2
5
0
円

2
,8
5
0
円

3
,3
0
0
円

技
能

検
定

員
審

査
（

大
型

二
種

、
普

通
二

種
）

に
係

る
額

審
　

　
査

　
　

細
　

　
目

１
　

教
習

指
導

員
と

し
て

必
要

な
自

動
車

の

運
転

技
能

4
,9
0
0
円

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

、
普

通
二

種
）

に
係

る
額

審
　

　
査

　
　

細
　

　
目

１
　

教
習

指
導

員
と

し
て

必
要

な
自

動
車

の

運
転

技
能

２
　

技
能

教
習

に
必

要
な

教
習

の
技

能

３
　

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
及

び
自

動
車

運

転
代

行
業

に
係

る
法

令
そ

の
他

の
知

識

備
考

　
１

　
審

査
細

目
の

１
及

び
２

に
掲

げ
る

項
目

に
つ

い
て

の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
8
,9
5
0
円

を
減

ず

る
。

２
　

審
査

細
目

の
１

、
２

及
び

３
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
1
1
,8
0
0
円

を
減

ず
る

。

4
,9
0
0
円

2
,0
5
0
円

2
,8
5
0
円

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

二
種

、
普

通
二

種
）

に
係

る
額

審
　

　
査

　
　

細
　

　
目
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４

ー

３
　

技
能

検
定

員
審

査
の

申
請

手
続

（
１
）

申
請

手
続

ア
　

技
能

検
定

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

審
査

申
請

書
に

写

真
（

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

及
び

無
背

景
の

縦
の

長
さ

3
.0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

、
横

の
長

さ
2
.4
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

の
も

の
）

を
は

り
付

け
、

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、

受
け

よ
う

と
す

る
種

類
の

技
能

検
定

員
審

査
に

用
い

ら
れ

る
自

動
車

を
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
運

転
免

許
（

仮
運

転
免

許
を

除
く

。
）

に
係

る
運

転
免

許
証

を
提

示
す

る
こ

と
。

イ
　

技
能

検
定

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
規

則
第

1
7
条

第
１

項
第

１
号

、
第

２
号

又
は

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
審

査
申

請
書

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

添
付

す
る

こ
と

。

（
２
）

申
請

書
の

受
付

期
間

及
び

受
付

時
間

平
成

1
8
年

９
月

1
1
日

（
月

）
か

ら
同

年
９

月
1
5
日

（
金

）
ま

で
の

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

（
３
）

申
請

書
の

提
出

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

本
部

交
通

部
運

転

免
許

セ
ン

タ
ー

教
習

所
係

４
　

審
査

手
数

料

（
１

）
技

能
検

定
員

審
査

（
普

通
）

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、

2
0
,5
0
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
免

除
さ

れ
る

者
で

あ
る

と
き

は
、

そ
れ

ぞ
れ

2
0
,5
0
0
円

か
ら

同
表

中
欄

の
技

能
検

定
員

審
査

（
普

通
）

に
係

る
額

に
掲

げ
る

額

を
減

じ
た

額
）

と
し

、
技

能
検

定
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類
の

技

能
検

定
員

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
1
4
,7
5
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を

免
除

さ
れ

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
1
4
,7
5
0
円

か
ら

同
表

右

欄
の

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
技

能
検

定
員

審
査

に

係
る

額
に

掲
げ

る
額

を
減

じ
た

額
）

と
す

る
。

（
２
）

納
付

方
法

審
査

申
請

書
提

出
の

際
、

秋
田

県
証

紙
に

よ
り

納
付

す
る

こ
と

。

５
　

審
査

に
つ

い
て

の
問

い
合

わ
せ

先

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

教
習

所
係

（
電

話

0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
1
3
0
号

道
路

交
通

法
（

昭
和

3
5
年

法
律

第
1
0
5
号

）
第

9
9
条

の
３

第
４

項
第

１

号
イ

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

教
習

指
導

員
審

査
を

実
施

す
る

の
で

、

技
能

検
定

員
審

査
等

に
関

す
る

規
則

（
平

成
６

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第

３
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、

公
告

す
る

。

平
成

1
8
年

９
月

５
日秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

大
　

渕
　

宏
　

道

１
　

教
習

指
導

員
審

査
の

種
類

（
１
）

教
習

指
導

員
審

査
（

大
型

）

（
２
）

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）

（
３
）

教
習

指
導

員
審

査
（

大
特

）

（
４
）

教
習

指
導

員
審

査
（

大
自

二
）

（
５
）

教
習

指
導

員
審

査
（

普
自

二
）

（
６
）

教
習

指
導

員
審

査
（

牽
引

）

２
　

教
習

指
導

員
審

査
開

始
の

期
日

及
び

場
所

（
１
）

期
日

平
成

1
8
年

1
0
月

1
1
日

（
水

）
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で

（
２
）

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

運
転

免
許

セ
ン

タ

ー

３
　

教
習

指
導

員
審

査
の

申
請

手
続

（
１
）

申
請

手
続

ア
　

教
習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

審
査

申
請

書
に

写

真
（

申
請

前
６

月
以

内
に

撮
影

し
た

無
帽

、
正

面
、

上
三

分
身

及
び

無
背

景
の

縦
の

長
さ

3
.0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

、
横

の
長

さ
2
.4
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

の
も

の
）

を
は

り
付

け
、

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

に
提

出
す

る
と

と
も

に
、

受
け

よ
う

と
す

る
種

類
の

教
習

指
導

員
審

査
に

用
い

ら
れ

る
自

動
車

を
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
運

転
免

許
（

仮
運

転
免

許
を

除
く

。
）

に
係

る
運

転
免

許
証

を
提

示
す

る
こ

と
。

イ
　

教
習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

が
規

則
第

1
7
条

第
１

項
第

１
号

、
第

２
号

又
は

第
４

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
審

査
申

請
書

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
該

当
す

る
者

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

面
を

添
付

す
る

こ
と

。

（
２
）

申
請

書
の

受
付

期
間

及
び

受
付

時
間

平
成

1
8
年

９
月

1
1
日

（
月

）
か

ら
同

年
９

月
1
5
日

（
金

）
ま

で
の

午

前
８

時
3
0
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
す

る
。

（
３
）

申
請

書
の

提
出

場
所

秋
田

市
新

屋
南

浜
町

1
2
番

１
号

　
秋

田
県

警
察

本
部

交
通

部
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
教

習
所

係

４
　

審
査

手
数

料

要
な

自
動

車
の

運
転

技
能

２
　

自
動

車
の

運
転

技
能

に

関
す

る
観

察
力

及
び

採
点

方
法

３
　

教
則

の
内

容
と

な
っ

て

い
る

事
項

４
　

自
動

車
教

習
所

に
関

す

る
法

令
に

つ
い

て
の

知
識

５
　

技
能

検
定

の
実

施
に

関

す
る

知
識

６
　

自
動

車
の

運
転

技
能

の

評
価

方
法

に
関

す
る

知
識

備
考

　
１

　
審

査
細

目
の

１
及

び
２

に
掲

げ
る

項
目

に
つ

い
て

の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
技

能
検

定
員

審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は

1
1
,6
5
0
円

、
技

能
検

定
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類

の
技

能
検

定
員

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て

は
5
,0
5
0
円

を
減

ず
る

。

２
　

審
査

細
目

の
３

及
び

４
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
技

能
検

定
員

審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
4
,1
0
0

円
、

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
技

能

検
定

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
4
,7
5
0

円
を

減
ず

る
。

３
　

審
査

細
目

の
１

か
ら

６
ま

で
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
技

能
検

定

員
審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は

1
9
,7
0
0
円

、
技

能
検

定
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類

の
技

能
検

定
員

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て

は
1
3
,9
5
0
円

を
減

ず
る

。

2
,4
5
0
円

2
,2
0
0
円

2
,2
0
0
円

2
,1
0
0
円

2
,0
5
0
円

6
,7
5
0
円

1
,9
0
0
円

1
,9
0
0
円

1
,9
5
0
円

2
,0
0
0
円

１
　

技
能

検
定

員
と

し
て

必

要
な

自
動

車
の

運
転

技
能

２
　

自
動

車
の

運
転

技
能

に

関
す

る
観

察
力

及
び

採
点

1
,4
5
0
円

2
,4
5
0
円

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
技

能
検

定
員

審
査

に
係

る
額

技
能

検
定

員
審

査
（

普
通

）
に

係
る

額
審

　
査

　
細

　
目

3
,9
5
0
円

6
,7
5
0
円
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５

平
成
十
八
年
三
月
十
日
（
第
千
七
百
五
十
八
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第

百
八
十
二
号
（
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
）

（
原
稿
誤
り
）

九
　
　
　
下
　
　
終
り
か

ら
　
二

（
１

）
教

習
指

導
員

審
査

（
普

通
）

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、

1
2
,1
5
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
免

除
さ

れ
る

者
で

あ
る

と
き

は
、

そ
れ

ぞ
れ

1
2
,1
5
0
円

か
ら

同
表

中
欄

の
教

習
指

導
員

審
査

（
普

通
）

に
係

る
額

に
掲

げ
る

額

を
減

じ
た

額
）

と
し

、
教

習
指

導
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類
の

教

習
指

導
員

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て
は

、
9
,8
5
0
円

（
そ

の
者

が
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
審

査
細

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
免

除

さ
れ

る
者

で
あ

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
9
,8
5
0
円

か
ら

同
表

右
欄

の
教

習
指

導
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類
の

教
習

指
導

員
審

査
に

係
る

額

に
掲

げ
る

額
を

減
じ

た
額

）
と

す
る

。

１
　

教
習

指
導

員
と

し
て

必

要
な

自
動

車
の

運
転

技
能

２
　

技
能

教
習

に
必

要
な

教

習
の

技
能

３
　

学
科

教
習

に
必

要
な

教

習
の

技
能

４
　

教
則

の
内

容
と

な
っ

て

い
る

事
項

そ
の

他
自

動
車

の
運

転
に

関
す

る
知

識

５
　

自
動

車
教

習
所

に
関

す

る
法

令
に

つ
い

て
の

知
識

６
　

教
習

指
導

員
と

し
て

必

要
な

教
育

に
つ

い
て

の
知

識

備
考

　
１

　
審

査
細

目
の

１
及

び
２

に
掲

げ
る

項
目

に
つ

い
て

の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
教

習
指

導
員

審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
6
,3
5
0

円
、

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
教

習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
4
,0
0
0

円
を

減
ず

る
。

２
　

審
査

細
目

の
４

及
び

５
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
教

習
指

導
員

審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
2
,6
0
0

円
、

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
教

習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
2
,6
5
0

1
,4
5
0
円

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,3
0
0
円

1
,3
0
0
円

1
,2
0
0
円

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
教

習
指

導
員

審
査

に
係

る
額

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）
に

係
る

額
審

　
査

　
細

　
目

4
,1
0
0
円

1
,3
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
5
0
円

1
,2
0
0
円

（
２
）

納
付

方
法

審
査

申
請

書
提

出
の

際
、

秋
田

県
証

紙
に

よ
り

納
付

す
る

こ
と

。

５
　

審
査

に
つ

い
て

の
問

い
合

わ
せ

先

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

教
習

所
係

（
電

話

0
1
8
-8
2
3
-7
7
4
0
）

２
　

審
査

細
目

の
４

及
び

５
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
教

習
指

導
員

審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
2
,6
0
0

円
、

教
習

指
導

員
審

査
（

普
通

）
以

外
の

種
類

の
教

習

指
導

員
審

査
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は
2
,6
5
0

円
を

減
ず

る
。

３
　

審
査

細
目

の
１

か
ら

６
ま

で
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
の

審
査

を
併

せ
て

免
除

さ
れ

る
と

き
は

、
教

習
指

導

員
審

査
（

普
通

）
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

に
あ

っ
て

は

1
1
,4
0
0
円

、
教

習
指

導
員

審
査

（
普

通
）

以
外

の
種

類

の
教

習
指

導
員

審
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
に

あ
っ

て

は
9
,1
0
0
円

を
減

ず
る

。

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　

十
一
月
三
十
日
付
け

指
令
由
建
│
二
千
百

七
十
一

八
月
二
十
九
日
付
け

指
令
由
建
│
千
三
百

九
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